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　第 4 期計画では、「SDGs（持続可能な開発目
標）」やパリ協定など国内外の動向を踏まえ、新
たに「2050 年二酸化炭素排出実質ゼロ」を長期
目標に掲げて取り組んでいくほか、「3つの基本
方針」と「4つの政策の柱」を基に、総合的・計
画的に環境政策を推進していきます。

⑴　将来像を実現するための基本方針
基本方針1
「震災復興計画」以降の社会・経済の状況を見据
えた新しい宮城の環境の創造
基本方針2
SDGs�や「地域循環共生圏」の考え方を踏まえた、
環境・経済・社会の統合的向上
基本方針3
気候変動の影響への適応

⑵　将来像を実現するための政策・施策
政策 1　脱炭素社会の構築
�施策 1� 地球温暖化対策の更なる推進
�施策 2� 気候変動対策の推進
�施策 3� 徹底した省エネルギーの推進
�施策 4� �地域に根ざした再生可能エネルギー等　

の導入・利活用やエコタウン形成の促進
�施策 5� 水素社会の構築に向けた取組促進
政策 2　循環型社会の形成
�施策 1� �3R（発生抑制、再使用、再生利用）の

推進に向けた全ての主体の行動の促進
�施策 2� 循環型社会を支える基盤の充実
�施策 3� �廃棄物や循環資源の 3R、プラスチック

資源の 3R+Renewable（再生可能資源
への代替）の推進

�施策 4� 廃棄物の適正処理
�施策 5� �公共施設等の適正な維持管理と有効活

用

2　将来像実現のための政策と施策項目

⑴　宮城県環境基本計画の役割
　宮城県環境基本計画は、環境基本条例に基づき、
本県の良好な環境の保全及び創造に関する総合的
かつ長期的な目標並びに県の施策の大綱を定める
ものであり、目指す将来像を明らかにし、県民、
事業者、民間団体などの各主体が、環境に関し考
え、行動する際の指針となるものです。現行計画
（第 4期）は、令和 3年 3月に策定されました。
　宮城県環境基本計画は、環境分野の個別計画に
基本的方向性を与えるものとして策定されてお
り、数値目標や具体的な施策は、これらの個別計
画において定めています。

⑵　計画期間
　令和 3年度から令和 12 年度までの 10 年間

⑶　目指す環境の将来像
　宮城県環境基本計画では、計画の推進により目
指す本県の環境の将来像として、｢豊かで美しい
自然とともに、健やかで快適な暮らしが次世代へ
受け継がれる県土｣ と ｢持続可能な社会の実現に
向けてすべての主体が行動する地域社会｣ を掲げ
ています。これは、計画最終年度に向けた目標で
あるとともに、その先も引き続き目指す中長期的
な将来像です。

第3章　宮城県環境基本計画の進捗状況

1　宮城県環境基本計画の役割等
第1節　宮城県環境基本計画の基本的事項

・�私たちの生活は自然環境を礎とした生態系の中で成り立っており、地球温暖化などの気候変動をはじめとする環境課題に取り組むことが重
要です。

・�自然災害への耐性や回復力を備えた、強くしなやかな社会を形成するとともに、豊かで美しい自然と共生した、将来にわたり安心して快適
に暮らせる県土を目指します。

・日常生活や事業活動によって生じる環境への負荷を抑制することが、持続可能な社会の実現のために不可欠です。
・�2050 年までに二酸化炭素排出実質ゼロとする目標を掲げ、県民、事業者、民間団体及び行政など地域社会を構成する全ての主体が、省エ
ネルギー、省資源、自然環境への配慮などに「自分ごと」として取り組み、一人一人が着実に行動する地域社会の形成を目指します。

豊かで美しい自然とともに、健やかで快適な暮らしが次世代へ受け継がれる県土

持続可能な社会の実現に向けてすべての主体が行動する地域社会

<宮城県環境基本計画の環境の将来像>
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政策 3　自然共生社会の形成 �
�施策 1� �健全な生態系の保全及び生態系ネット

ワークの形成
�施策２� �生物多様性の保全、自然環境の保全・再生
�施策 3� 自然資本の活用と価値創造
�施策 4� �自然環境における気候変動の影響への

対策
�施策 5� やすらぎや潤いのある生活空間の創造
�施策 6� �豊かな自然環境を次世代に引き継ぐ基

盤づくり
政策 4　安全で良好な生活環境の確保 �
�施策 1� 大気環境の保全
�施策 2� 水環境の保全
�施策 3� 土壌環境及び地盤環境の保全
�施策 4� 地域における静穏な環境の保全
�施策 5� 化学物質による環境リスクの低減
�施策 6� 放射性物質による環境リスクへの対応
�施策 7� 気候変動の影響に対応した水資源の確保

全てに共通する取組� �
�共通取組 1� �全ての主体における環境配慮行動

の促進・支援、環境にやさしいラ
イフスタイルへの転換

�共通取組 2� �環境経営等の促進・支援、持続可
能な経済システムの構築

�共通取組 3� �各主体相互のパートナーシップに
よる協働・連携の推進・支援

�共通取組 4� �持続可能な社会づくりを支える環
境技術の開発・普及・支援

�共通取組 5� �環境教育、情報の集約・発信、普
及啓発

�共通取組 6� �環境の保全・活用に関する協定の締
結、開発行為等における環境配慮

�共通取組 7� �規制的措置、公害紛争等の適切な
処理及び環境犯罪対策

　宮城県環境基本計画における将来像の実現のた
めの政策に係る具体的な施策は、主に各分野の個
別計画により推進することとしています。
　宮城県環境基本計画の進行管理に当たっては、
政策ごとに進捗状況を示す管理指標を設定し、毎
年度、各管理指標の数値目標の達成状況により評
価を行います。

　評価の結果は、宮城県議会、宮城県環境審議会に
報告するとともに、宮城県環境白書として公表し
て県民の皆様からの御意見をいただき、定期的に
施策や事業を見直し、新たな施策や事業の検討を
行うことで、PDCAサイクルの環境マネジメント
システムを運用していくこととしています。

3　宮城県環境基本計画の進行管理

将来像実現のための政策 個別計画 計画の概要

脱炭素社会の構築
宮城県地球温暖化対策実行計画
（区域施策編）

脱炭素社会の実現に向けて、県域全体からの温室効
果ガスの排出抑制及び気候変動適応の推進を行うた
めの計画

再生可能エネルギー・省エネル
ギー計画

脱炭素社会の実現に向けて、再生可能エネルギーの
導入及び省エネルギーを促進するための計画

循環型社会の形成 宮城県循環型社会形成推進計画 循環型社会の実現に向けて、廃棄物等の 3Rと適正
処理を推進するための計画

自然共生社会の形成
宮城県自然環境保全基本方針 人と自然の共生を目指し、長期的展望に立った自然

環境保全施策を推進するための方針

宮城県生物多様性地域戦略 県の生物多様性の保全及び持続可能な利用に関する
計画

安全で良好な
生活環境の確保

宮城県水循環保全基本計画 健全な水循環を保全するための計画

宮城県自動車交通環境負荷低減計画 自動車交通に関する環境負荷を低減させるための計画
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　令和 3年度実績に関する点検評価結果について
は、宮城県環境基本計画の実施計画となる7つの
計画を踏まえ、「脱炭素社会の構築」「循環型社会
の形成」「自然共生社会の形成」「安全で良好な生
活環境の確保」の 4つの政策に対し設定した17の
管理指標の状況を以下の表のとおり整理しました。

　管理指標によっては、データが入手できないた
め、評価年度が数年前となるものもありますが、測
定可能な直近年度においては、管理指標 17項目の
うち7項目で目標を達成しました。

1　令和 3年度実績に関する点検評価結果
第2節　宮城県環境基本計画の進捗状況

˝ද����2��　߲ࡦ͝ͱのཧࢦඪのඪୡঢ়ٴگͼܭըશମのධՁ݁Ռ

※�令和３年度実績がまだ算出できない指標については、算出可能な最新年度の実績から計算される点数を示しています。その際、第４期
計画と第３期計画の目標値が異なる場合は、第３期の目標値により評価しています（指標1、3及び5が該当）。

※指標１については、個別計画を修正中であり、試算方法も再検討中であることから、前年度評価（R3年版白書と同様）を入力しています。
※「前年度実績との比較」の表示の意味は以下のとおりです。
　○：評価年度での目標を達成した項目� ⬆：前年度実績と比較して、0.5ポイント以上向上・改善した項目
　△：評価年度での目標未達成だが、数値が向上・改善した項目�➡：前年度実績からの増減幅が0.5ポイントに満たない項目
　×：評価年度での目標未達成で、数値が後退した項目� ⬇：前年度実績と比較して、0.5ポイント以上後退した項目
※具体的な内容は、10ページ以降の各個別計画の進捗状況に関する箇所で紹介しています。

政策項目
管理指標

単位
評価年度における状況 参考

番号 指標名称 年度 実績値 評価年度で
の目標数値

目標達成�
状況

評価年度の
前年度実績 前年度比

政策 1�
脱炭素社会
の構築

1 温室効果ガス排出量�
（森林等による吸収量を差し引いたもの。） 千t-CO2 H29 20,112 20,679 ○ 20,349 -1.2% ⬆

2 再生可能エネルギー導入量 TJ R3 23,949 26,899 △ 22,615 +5.9% ⬆

政策 2�
循環型社会
の形成

3 県民 1人 1日当たりの
一般廃棄物排出量 g/人・日 R2 977 930 △ 990 -1.3% ⬆

4 一般廃棄物リサイクル率 % R2 24.2 30 × 24.9 -0.7 ﾎﾟｲﾝﾄ ⬇
5 一般廃棄物最終処分率 % R2 12.0 12 ○ 11.9 +0.1 ﾎﾟｲﾝﾄ ➡
6 産業廃棄物排出量 千t R2 10,248 10,000 △ 10,486 -2.3% ⬆
7 産業廃棄物リサイクル率 % R2 34.5 35 △ 33.7 +0.8 ﾎﾟｲﾝﾄ ⬆
8 産業廃棄物最終処分率 % R2 1.3 1.0 △ 1.6 -0.3 ﾎﾟｲﾝﾄ ➡

政策 3�
自然共生社会
の形成

9 豊かな生態系�
（森林・農地・水辺環境の保全） 点 R3 6.9 7.1 × 7.0 -0.1 ﾎﾟｲﾝﾄ ➡

10 森林整備面積 ha/ 年 R3 3,221 5,890 × 3,608 -10.7% ⬇
11 農村環境保全等の協働活動に

参加した人数 人 R3 61,014 60,500 ○ 59,484 +2.6% ⬆

政策 4�
安全で良好な
生活環境�
の確保

12 大気汚染に係る環境基準達成率 % R3 100 100 ○ 100 +0.0 ﾎﾟｲﾝﾄ ➡
13 大気中揮発有機化合物の

環境基準達成率 % R3 100 100 ○ 100 +0.0 ﾎﾟｲﾝﾄ ➡
14 道路に面する地域における

自動車交通騒音の環境基準達成率 % R3 95.7 100 △ 95.4 +0.3 ﾎﾟｲﾝﾄ ➡
15 清らかな流れ�

（水質環境基準の達成度） 点 R3 7.7 8.0 × 7.7 +0.0 ﾎﾟｲﾝﾄ ➡
16 豊かな流れ�

（平常時の河川流量の豊かさ） 点 R3 8.7 8.7 ○ 8.7 +0.0 ﾎﾟｲﾝﾄ ➡
17 安全な流れ�

（河川・海岸整備率の向上） 点 R3 6.6 6.3 ○ 6.1 +0.5 ﾎﾟｲﾝﾄ ⬆
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⑴　計画の概要
①　位置付け・役割
　「地球温暖化対策の推進に関する法律（平成 10
年法律第 117 号。以下「温対法」という。）」第 21
条第 3項の規定に基づき、地域における温暖化対
策を推進するため、温室効果ガスの排出削減目標
や基本的な方向性を定めた計画です。
②　基本精神及び施策展開のコンセプト
　気候変動による影響は本県を含めて全ての国や
地域に及んでおり、今後も更なる影響が生じること
が予想されている危機的な状況です。その要因は
化石燃料の使用に基づく日常の生活や経済活動で
あり、こうした社会そのものを脱炭素型に変革して
いく必要があることから、「流れを、変える」を基
本精神に設定し、基本精神に基づいた以下の 5つ
の「コンセプト」を掲げ、施策を展開していきます。

③　計画期間
　2018（平成 30）年度から2030（令和12）年度まで

⑵　令和3年度における点検評価結果
①　計画の目標等
ア　総量目標
　2030（令和 12）年度の県内の温室効果ガス排出
量を2013（平成 25）年度比で 31%削減する
イ　補助目標
●暮らし・住まい
　�1 世帯 1日当たりのエネルギー消費量を 26.1%
（46.8MJ）削減する
●まち・むら
　�自動車 1台当たりのガソリン消費量を、32.4%
（272.4L）削減する
●産業・経済
　�業務延床面積 1㎡当たりのエネルギー消費量を、
36.4%（1.16GJ）削減する

②　数値目標に係る指標値の状況
　数値目標の算出は、国をはじめとした各種統計
資料の公表値に基づき行っているため、最新の　
データは 2017（平成 29）年度となります。
　2017（平成 29）年度における県内の温室効果ガ
ス排出量は2、115万7千t（二酸化炭素換算）であり、
前年度比で1.1%（23万 1千 t）減少し、基準年（2013
（平成 23）年度）比で 5.2%（115 万 4千 t）減少し
ました。
　森林等による吸収源対策分を加味すると、基準
年比で 9.9%（219 万 9千 t）減少しました。
　森林等による吸収源対策分を加味すると、基準
年比で 8.8%（196 万 2千 t）減少しました。
　温室効果ガス排出量の減少は、製造業における
エネルギー消費量の減、商業施設におけるエネル
ギー消費量の減などが要因です。
　なお、3つの補助目標についても、算定最新年度
において、前年度比で減少となっています。

1　脱炭素社会の構築

〜宮城県地球温暖化対策実行計画（区域施策編）〜

第3節　環境分野ごとの個別計画の進捗状況

�� ʮࢢٿຽϚΠϯυʯ
� ʙ持続可能な։ൃඪʢ4%(Tʣʙ
2� ʮにΛʯ　ʙδϣʔཱ県ʙ
�� ʮ࢈ফΤωϧΪʔのͩ͜ΘΓʯ
� ʙϝΠυɾΠϯɾΈ͗のΤωϧΪʔʙ
�� ʮώτɾϞϊɾίτΛͭな͙ʯ
� ʙ県ΠϯλʔϑΣʔεʙ
�� ʮڥɾࡁܦɾ社会の౷߹త向্ʯ
� ʙΫϥʢʣ̫ αϯʢ࢈ʣ̫ Χϯʢʣʙ

˛ਤ�������૯ྔඪの༁

˛ਤ������2　県のԹࣨޮՌΨεഉग़ྔのਪҠ
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5,000
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（千t-CO₂） 現状のまま推移した場合

2013年度比

吸収源対策

削減部分削減部分エネ転換

非エネ起源

産業

家庭

業務

運輸

その他ガス

2013年度排出量 2030年度対策後
（吸収源対策除く）

2030年度対策後
（吸収源対策含む）

23,007

6,8326,832

22,311

15,376

16,17616,176
800800

▲4.0％

▲5.4％

▲45.8％

▲（　31％）

▲51.6％

▲21.5％

▲23.6％

▲14.6％

▲6,936千t-CO₂

吸収源対策分総排出量
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③　令和3年度に講じた施策
ア�　日々の生活、事業活動における低炭素化の推進
●�家庭の省エネ設備の導入や既存住宅の省エネ改
修に対し、補助金による支援を行ったほか、事
業活動における省エネ・再エネ設備の導入に対
して、補助金による支援を行いました。

●�「ダメだっちゃ温暖化」宮城県民会議を運営す
るとともに、普及啓発イベントを開催するほか、
うちエコ診断の受診を促進しました。

イ　地域づくりと連動した取組の推進
●�市町村と一体になって行う再生可能エネルギー
やエネルギーマネジメントシステムを活用した
まちづくりへの支援として、検討組織の立ち上
げ段階の組織運営への補助を実施しました。

●�地域特性を生かした多様な再生可能エネルギー
の導入を促進するため、木質バイオマスを活用
した電気・熱供給設備の導入可能性調査や、宿
泊施設へのバイオマス・太陽光発電・太陽熱供
給設備の導入を支援しました。

ウ�　脱炭素・エネルギーに係る産業育成と産業界
全体の脱炭素化

●�「廃棄物系バイオマス」、「木質バイオマス」、「温
泉熱」、「地中熱」の 4分野（以降、「重点 4分野」
という。）を中心に、セミナーや研究会開催等
により、再生可能エネルギーの導入促進を図っ
たほか、各種補助金による事業化支援を行いま
した。

●�環境に配慮した営農活動に取り組む農業者への
支援を行うとともに、若齢林の間伐や県産材の
利用促進に関する支援を行いました。

エ　取組促進に関わるコーディネート
●�小学生向けの出前講座を実施し、学校における
環境学習の機会の充実を図ったほか、学外での
環境教育プログラムを実施するNPO等の取組
をまとめたプログラム集を小学校等に配布しま
した。また、県のホームページや環境情報セン
ターにおいて環境関連情報の発信を行いまし
た。

④　現状及び課題
●�東日本大震災以降、震災復興等により増加傾向
にありました温室効果ガス排出量が、平成 27
年度から減少に転じましたが、目標達成のため
には、各部門での更なる温室効果ガス排出量の
削減が求められています。

●�「気候変動適応法」（平成 30 年法律第 50 号）
の施行により、各地方自治体はその区域におけ
る気候変動への適応の推進に努めることとされ
たほか、本計画では、従来からの温室効果ガス
の排出量を削減する緩和策に加えて、高温や多
雨といった気候変動による被害を回避・軽減す

る取組である適応策についても、同時併行で取
り組むこととしています。
●�自立・分散型エネルギーの確保を図るため、地
理的優位性の高い太陽光発電など、地域特性を
踏まえた再生可能エネルギーの導入に取り組ん
できましたが、更なる再生可能エネルギーの導
入拡大と多様化を図るとともにエネルギーの地
産地消、効率的利用を積極的に推進していく必
要があります。
●�クリーンエネルギー産業の振興に関しては、重
点 4分野を中心に、セミナーや研究会開催等に
より、再生可能エネルギーの導入促進を図って
きましたが、県内におけるこれらの導入量は十
分とは言えないことから、引き続き導入促進に
取り組んでいく必要があります。
●�木材価格の低迷等による林業採算性の悪化や森
林所有者の森林経営意欲減退により、間伐など
の森林整備や伐採後の再造林が進まない状況に
あります。補助事業を活用しながら林業事業体
等への支援を行っていますが、労働力が不足し
ている事業体もあり、補助事業予算の繰越が増
えてきています。
⑤　今後の施策の方向性
●�本計画及び再生可能エネルギー・省エネルギー
計画に基づく効果的な県民運動を実施します。
また、県自らが環境配慮行動を率先して行うた
め、県有施設に対し積極的に再生可能エネル　
ギー設備を導入するなど、県民、事業者などす
べてが主体となった環境配慮行動の実践を促し
ていきます。
●�重点 4分野について、研究会等を通じて事業化
に向けた活動を積極的に支援していきます。ま
た、環境関連産業の振興を図るため、本県で環
境関連の技術・製品開発等に取り組もうとする
事業者を支援していきます。
●�労働力の確保状況を含め、意欲と能力のある林
業事業体へ重点的に支援を行うことにより、予
算を効率的、効果的に活用しながら森林整備を
推進し、森林の有する多面的機能の発揮を最大
限に図っていきます。
●�気候変動への適応を推進していくため、最新の
知見を踏まえながら、県民や事業者への普及啓
発、適応策を推進する人材の育成等の取組を
行っていきます。
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⑴　計画の概要
①　位置付け・役割
　宮城県地球温暖化対策実行計画（区域施策編）
における重点施策である再生可能エネルギー導入
促進・省エネルギー促進分野の実施計画として位
置付けています。
　再生可能エネルギー等の導入及び省エネルギー
の必要性を示すことで、県民・事業者等の自主的
な行動を促進するとともに、総合的かつ長期的な目
標を掲げ、実現に向けた県の施策の大綱及び基本
的な方向性を定めるものです。
②　施策展開の考え方
　本県が目指す将来像を実現するために、2030 年
までに達成すべき4つの目標指標を掲げ、そのた
めに必要なアクションとして、7つの施策分野ごと
に 34の具体的な取組を示しています。また、取組
ごとに主に関わりのある主体を整理し、各主体の
役割を明示しています。
③　計画期間
　2018（平成30）年度から2030（令和12）年度まで

⑵　令和３年度における点検評価結果
①　計画の基本目標
　化石燃料の消費量を減らすためには、エネルギー
の効率的利用などの省エネルギー行動により、エ
ネルギー消費量そのものを減らす一方、太陽光発
電等の再生可能エネルギーの導入量を増やすこと
が重要となります。本計画では、基準年を2013（平
成 25）年とし、以下の 4つの目標により進行管理
しています。
●再生可能エネルギーの導入量
　2030年度で35,969TJ（熱量換算）とする（基準
年比2.2倍）
●省エネルギーによるエネルギー消費量の削減量
　2030 年度で 59,927TJ（熱量換算）とする（対
策前比 19%減）
●�電力自給率（電力消費量に占める再生可能エネ
ルギー電力の割合）

　2030 年度で 25.3% とする（基準年比 5.5 倍）
●�エネルギー自給率（エネルギー消費量に占める
再生可能エネルギーの割合）

　2030 年度で 14.1% とする（基準年比 2.6 倍）
②　数値目標に係る指標値の状況
●�再生可能エネルギーの導入量
　2030 年度目標値である再生可能エネルギー
の導入量 35,969TJ（熱量換算）に対し、令和 3
年度末の導入量の推計値は、23,949TJ、達成率
66.6% でした。
　太陽光発電は着実に増加しているものの、水力

発電及び太陽熱利用は横ばい、地熱発電は減少し
ています。

●�省エネルギーによるエネルギー消費量の削減量
　平成 29 年度のエネルギー消費量は、292,383TJ
（熱量換算）でした。省エネルギーによるエネルギー
消費量の削減量は、対策前比 23,262TJ（熱量換算）
で、目標達成率は38.8%でした。
　部門別では、産業部門、業務部門についてエネ
ルギー消費量の削減が進んでおり、特に、産業部
門では削減目標量を上回る省エネ効果が見られ、
対策前比で16,381TJ（熱量換算）削減となりました。
業務分門では、対策前比で 3,307TJ（熱量換算）と
なり、目標達成率は16.5%となりました。

●�電力自給率（電力消費量に占める再生可能エネ
ルギー電力の割合）
　令和 3年度の電力消費量は、14,400 百万 kWh、
再生可能エネルギー（電力）の導入量が 2,303 百万
kWhであることから、令和 3年度の電力自給率（電
力消費量に占める再生可能エネルギー電力の割合）
は16.0%であり、2030 年度目標の約 63%を達成し
ています。

〜再生可能エネルギー・省エネルギー計画〜

˛ਤ�������　࠶ੜ可能ΤωϧΪʔಋೖྔのਪҠ
ʢྔࢉɺ5+ʣ

˛ਤ�������　県ΤωϧΪʔফඅ ʢྔ部ผʣのਪҠ
ʢྔࢉɺ5+ʣ

（単位：TJ）
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●�エネルギー自給率（エネルギー消費量に占める
再生可能エネルギーの割合）
　平成 29 年度のエネルギー消費量は、292,383TJ
（熱量換算）、再生可能エネルギー（電気 +熱）
の導入量が 22,867TJ（熱量換算）であることから、
平成 29 年度のエネルギー自給率（エネルギー消
費量に占める再生可能エネルギーの割合）は 7.8%
であり、2030 年度目標の約 55% を達成していま
す。

③　令和3年度に講じた施策
　主な施策として、スマートエネルギー住宅普及
促進事業では、昨年度から継続して太陽光発電シ
ステム、蓄電池及びエネファーム等を対象とし、
それらの導入経費の支援を行いました。
　また、地域特性を生かした多様な再生可能エネ
ルギーの導入を促進するため、再生可能エネル
ギーを活用したまちづくり（エコタウンの形成）
を行う事業者に対する支援を行ったほか、人材育
成のための講座を開催しました。
　水素エネルギーの利活用促進では、燃料電池自
動車（FCV）の導入補助に加え、FCVタクシー
の導入・運行やFCバスの路線運行への支援など
により FCVの利用機会の拡大に努めたほか、事
業者が行う商用水素ステーション整備を支援しま
した。また、普及啓発イベントの実施等により、
水素エネルギーの有用性や安全性に関する県民の
理解促進を図りました。さらに、水素・燃料電池
に関するセミナーを関係部署との連携により開催
し、水素エネルギーに関する将来の産業創出、活
性化に向けた取組を実施しました。

④　現状及び課題
　震災の経験から自立電源確保への意識が高まっ
たことなどにより、太陽光発電の導入が進んでい
いますが、太陽光以外の導入量の伸びは低い状況
が続いています。今後は、単に再生可能エネルギー
の導入促進を図るだけでなく、エネルギーの地産
地消、効率的利用を積極的に推進していく必要が
あります。住民からの十分な理解が得られないま
ま発電事業が進められ、トラブルとなる事案も散
見されることから、地域と共生した発電事業とな
るよう、発電事業者に適切な手続きを促すため、
「宮城県太陽光発電施設の設置等に関するガイド
ライン」について、広く周知を行う必要がありま
す。
　また、住宅用太陽光発電の固定価格買取制度
（FIT）の買取期間満了に伴い、県民等が環境意
識を持って、自発的に自家消費に取り組める仕組
みづくりが必要となっています。
　省エネルギー分野では、家庭部門において、こ
れまで減少で推移していたエネルギー消費量が増
加しており、運輸部門においては、エネルギー
消費量の削減量は対策前比 1,787TJ（熱量換算）
に止まっています。今後、電気自動車（EV）や
FCV等のクリーンエネルギー自動車の更なる普
及促進や各家庭における省エネ行動につながる普
及啓発を引き続き実施する必要があります。
⑤　今後の施策の方向性
●�再生可能エネルギーの自家消費を進める取組
として、蓄電池やV2H（住宅用外部給電機器）
への補助を行うとともに、自発的に自家消費に
取り組める仕組みとして、再生可能エネルギー
から発電された電力を自家消費することで生み
出される環境価値を「見える化」し、売却でき
る国の「J- クレジット」制度を活用していきま
す。
●�地域資源を活用した自立・分散型の地産地消エ
ネルギーの導入促進に向けて、引き続き市町村
と連携し、地域資源を利用した事業化の支援を
行うほか、人材育成のための講座の開催や関係
する事業者同士のマッチングなどを行います。
●�水素社会の構築を目指し、FCV、家庭用燃料
電池の導入や FC バスの路線運行支援をはじ
め、水素エネルギーの利活用推進に向けた取組
を継続していきます。
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˝ද�������　ిྗফඅྔにΊΔ࠶ੜ可能
ΤωϧΪʔʢిྗʣのׂ߹ʢྩ�ʣ

˝ද������2　ΤωϧΪʔফඅྔにΊΔ࠶ੜ可能
ΤωϧΪʔのׂ߹ʢฏ2�ʣ

˞�ΤωϧΪʔফඅྔ実の࠷৽͕2���ʢฏ2�ʣͰ͋ΔたΊɺ
2���ʢฏ��ʣҎ߱のΤωϧΪʔࣗڅɺ2���ʢฏ2�ʣ
のΤωϧΪʔফඅྔΛೖͯ͠͠ࢉࢼたɻ

項目 2013
（H25）年度

2014
（H26）年度

2015
（H27）年度

2016
（H28）年度

2017
（H29）年度

2018
（H30）年度

2019
（R1）年度

2020
（R2）年度

2021
（R3）年度

電力消費量 百万kWh 14,012 13,894 13,721 14,340 14,429 14,250 14,086 14,247 14,400
再生可能エネルギー
導入量（電気） 百万kWh 643 789 909 1,079 1,246 1,569 1,831 2,184 2,303

電力自給率 % 4.8% 5.5% 6.6% 7.5% 8.6% 11,0% 13,0% 15.4% 16.0%

項目 2013
（H25）年度

2014
（H26）年度

2015
（H27）年度

2016
（H28）年度

2017
（H29）年度

2018
（H30）年度

2019
（R1）年度

2020
（R2）年度

2021
（R3）年度

エネルギー消費量 JT 304,788 310,209 340,788 292,926 292,383 ー ー ー ー
再生可能エネルギー

導入量 JT 16,666 18,363 20,197 20,717 22,867 20,143 19,916 22,615 23,949

エネルギー自給率 % 5.5% 5.9% 6.6% 7.1% 7.8% （6.8%）（6.8%）（7.7%）（8.2%）※
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⑴　計画の概要
①　位置付け・役割
　「循環型社会形成推進基本法」（平成12年法律第
110 号）に基づく地域における循環型社会形成推進
計画及び「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（昭
和 45年法律第 137 号。以下「廃棄物処理法」とい
う。）に基づく都道府県廃棄物処理計画として策定
している計画で、宮城県環境基本計画の個別計画
としての性格を有しているとともに、各市町村の一
般廃棄物処理計画と調和を図りながら、その区域
を越えた広域的事項や技術的知見を含めた県全体
の廃棄物対策の基本計画としても位置付けられて
います。
②　施策展開の考え方
　平成 28年 3月に策定した宮城県循環型社会形成
推進計画（第 2期）では、「リスタート !みやぎの
3R-リデュース・リユース・リサイクル」を基本理
念として、本県の復興状況と特性を考慮しながら、
循環型社会の形成を一層推進していくため、「全て
の主体の行動の促進」、「循環型社会を支える基盤
の充実」、「循環資源の 3R推進」及び「廃棄物の
適正処理」を基本方針に掲げ、施策を展開してい
くこととしています。なお、令和 3年 3月には、第
3期計画を策定しました。（計画期間 : 令和 3年度
から令和12年度まで）
③　計画期間
　平成 28年度から令和 2年度まで

⑵　令和3年度における点検評価結果
①　計画の基本目標
　循環型社会形成の状況を表す指標及び計画の最
終目標年度である令和 2年度の基本目標値を次の
とおり定めています。

②　数値目標に係る指標値の状況
　基本計画に係る令和 2年度の実績値は次のとお
りです。一般廃棄物の最終処分率については目標
値に到達しましたが、それ以外は目標に到達して
いませんでした。
●一般廃棄物関連指標
　震災後、焼却ごみへの循環資源の混入が多い状
態が継続していることなどにより、最終処分率以
外は目標値に到達しませんでした。

2　循環型社会の形成

〜宮城県循環型社会形成推進計画〜

一般廃棄物

産業廃棄物

�ਓ �たΓ͝Έഉग़ྔ 930g/ 人・日
リサイクル率 30%
最終処分率 12%

ഉग़ྔ 10,000 千 t/ 年
リサイクル率 35%
最終処分率 1%
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●産業廃棄物関連指標
　各指標については、排出量と最終処分率は震災
後に高止まりしている影響から目標に到達できま
せんでした。一昨年度までは目標に到達していた
リサイクル率は、昨年度に引き続き今年度も目標
を達成できませんでした。

③　令和3年度に講じた施策
●�県民・事業者の廃棄物の 3Rに対する意識の醸
成を図るため、啓発活動や環境教育を実施しま
した。
●�県内企業の 3R の取組を推進するため、「環境
産業コーディネーター」による企業訪問活動を
行いました。
●�グリーン購入促進条例に基づき「宮城県グリー
ン製品」の認定を行い、その利用拡大を促進し
ました。
●�産業廃棄物の 3Rを促進するため、事業者等の
設備整備に対する費用助成や産業廃棄物の 3R

に関する技術の確立と事業化を目的とした研究
開発に費用助成を行いました。
●�廃棄物の適正処理の推進を図るため、排出事業
者・処理業者に対する指導、廃棄物処理施設の
維持管理に関する指導、不法投棄・不適正処理
の根絶のための広報啓発、違反行為の早期発見・
早期対応による被害の拡大防止に努めました。
●�不適正処理の未然防止を強化するため、事業者
等へ廃棄物処理制度に関する講習会を実施した
ほか、財政基盤の脆弱性を理由とする不適正事
案を未然に防止するため、事業者の財務状況を
把握する等の指導強化事業を実施しました。
●�若年層の 3R定着のために、授業における活用
を目的としたDVDを作成し、県内全小学校に
配布しました。また、コロナ禍で実施できなかっ
た 3Rイベントの代替事業として、プラスチッ
クごみ問題や食品ロス問題を主とした小学生対
象の教材を作成し、保護者等とも情報共有でき
るように抽選はがきも付加し、県内全小学校に
配布しました。
●�食品ロス削減の推進のため、県内の実態調査を
踏まえ「宮城県食品ロス削減推進計画」を策定
しました。（期間 : 令和 4 年度から令和 12 年度
まで）
④　現状及び課題
●�依然として多い建設系の廃棄物に加え、復旧し
た工場・事業場の産業活動が活発化してきたこ
とにより、産業廃棄物の排出量の増加とともに
種類や質の変化が懸念されています。そのため、
これまで以上に排出事業者への排出量削減対策
の推進と適正処理に向けた指導等が必要となり
ます。
●�廃棄物処理過程の透明性向上に向けたシステム
を検討するなど、産業廃棄物の適正処理の推進
に積極的に取り組む必要があります。
●�震災の影響により一般廃棄物の排出量の多い状
況が続いており、また、一部に廃棄物等の 3R
に対する県民意識は高いものの、取組に結びつ
いていない状態が見られていることから、今後
の県民意識等の動向を見据え、意識啓発や市町
村の各種取組の支援を継続する必要がありま
す。
⑤　今後の施策の方向性
●�廃棄物処理施設の立入検査時に取り扱う廃棄物
を把握するとともに適切な処理について、指導
等を行います。
●�産業廃棄物処理業者や施設・リサイクル関連事
業者等のデータベース化を行い、リアルタイム
での所属間の情報共有化により監視指導の強化
を図り、産業廃棄物処理の透明化を推進します。

第�ষ　ٶ県جڥຊܭըのਐḿঢ়گ
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● �3R 啓発用パネルの展示、3R 推進ラジオ CM
の制作・放送、3Rに関するイベントなどの普
及啓発事業を実施します。特に近年問題となっ
ている廃プラスチックや食品ロスの削減のた
めの啓発について重点的に実施します。また、
市町村に対する支援を継続的に実施し、3R施
策の充実を目的とした市町村 3R連携事業など
を推進します。

●�令和 3年度に策定した「宮城県食品ロス削減推
進計画」のテレビ CMやパンフレット作成に
より、普及啓発を図ります。
●�「プラスチックに係る資源循環の促進等に関す

る法律」（令和 3年法律第 60 号）の施行に伴い、
より一層のプラスチック廃棄物の削減及び分別
収集による再利用・再資源化の促進のために県
民を対象とした啓発や市町村等に対する支援を
行います。
●�震災後の廃棄物排出量の高止まりや資源物混入
の問題、産業の再構築による廃棄物の排出量や
質の変化の問題等、多くの課題を解決していく
ため、令和 2年度に策定した第 3期の宮城県循
環型社会形成推進計画に基づく施策を推進しま
す。�
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⑴　計画の概要
①　位置付け・役割
　「宮城県自然環境保全基本方針」は、自然環境保
全条例に基づき、本県の自然環境の保全を図るた
めの基本方針として定めているものであり、宮城県
環境基本計画の自然環境保全部門の基本方針とし
て、本県の自然環境保全に関する施策を長期的展
望に立って総合的、計画的に推進するための中長
期的な運営指針としての役割を果たしています。
②　施策展開の考え方
　施策展開の基本的方向性を示すものとして、同
方針において「健全な生態系の保全と生態系ネッ
トワークの形成（場の確保）」、「生物多様性の保全
と自然環境の再生（質の確保）」、「豊かな自然環境�

③　令和3年度に講じた施策
ア�　健全な生態系の保全と生態系ネットワークの
形成（場の確保）を目的とした取組

●�自然公園及び環境保全地域の保全対策を推進し
ました。
●�百万本植樹事業の実施や、里山林協働再生支援
事業の新規協定締結を促進することなどにより、
豊かなみどり空間の保全・創出を図ることができ
ました。一方、みやぎバットの森植樹祭は新型
コロナウイルス感染症対策のため開催を中止せ
ざるを得ませんでした。
イ�　生物多様性の保全と自然環境の再生（質の確
保）を目指した取組

●�第 12 次鳥獣保護管理事業計画及び第二種特定
鳥獣管理計画の進行管理を行い、野生鳥獣の適
切な保護管理や鳥獣保護思想の普及啓発に取り
組みました。また、傷病鳥獣の野生復帰に取り
組むなど、野生生物保護対策を推進しました。
●�宮城県生物多様性地域戦略の普及啓発を図るた
め、生物多様性に関するフォーラムを開催したほ
か、学校における取組の表彰や学習イベントを
開催しました。
●�伊豆沼・内沼において、沈水植物の増殖・移植、

を次世代に引き継ぐ基盤づくり（主体の確保）」の
3つの基本目標を掲げ、それぞれについて各種計画、
事業により実現を図るものです。

⑵　令和3年度における点検評価結果
①　計画の基本目標
●�宮城県環境基本計画における、進捗状況の管理
指標としては「豊かな自然環境の保護・保全を
目的とした指定地域の県土面積に占める割合」
を設定しており、26%を目標にしています。
②　数値目標に係る指標値の状況
●�令和 3年度の実績値は 26.2%であり、目標を達
成しています。

湖岸植生保全、水質改善効果検討、外来生物の
駆除、在来生物増加対策及びエコトーンの造成
等を実施し、自然環境保全・再生を推進しました。
ウ�　豊かな自然環境を次世代に引き継ぐ基盤づく
り（主体の確保）を目指した取組

●�森林を利用した自然体験や自然観察の案内を行
う森林インストラクターの養成を行いました。ま
た、森林公園の管理を支援する自然環境サポー
ターの養成を行い、豊かな自然環境を次世代に
継承する人づくりを推進しました。
④　現状及び課題
●�宮城を彩る豊かな自然環境については、伊豆沼・
内沼における自然再生事業等を実施し、外来生
物の駆除や水生植物復元等の成果が出てきてい
るものの、復元した植物の野生増殖に至ってお
りません。
●�みどり空間の保全については、森林所有者の意
欲の減退等から手入れがされていない森林がこ
のまま増加していくと、森林の有する多面的機
能が十分に発揮されない恐れがあります。
●�野生生物の保護管理の推進については、生息域
が拡大しているイノシシ及びニホンジカの捕獲
の担い手である狩猟者が不足していることから、

3　自然共生社会の形成

〜宮城県自然環境保全基本方針及び関連計画〜

˝ද�������　県໘ੵにΊΔׂ߹のมભ

平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年

自然公園面積 171,199 171,199 171,199 171,199 171,199 171,201 171,201 171,201 171,201 171,201

県自然環境保全地域面積 8,572 8,574 8,574 8,574 8,574 8,574 8,574 8,574 8,574 8,574

緑地環境保全地域面積 10,101 10,101 10,101 10,101 10,101 10,923 10,923 10,923 10,923 10,923

合計（A） 189,872 189,874 189,874 189,874 189,874 190,698 190,698 190,698 190,698 190,698

県土面積（B） 728,577 728,577 728,222 728,222 728,222 728,222 728,222 728,222 728,229 728,229

A/B（%） 26.06 26.06 26.07 26.07 26.07 26.19 26.19 26.19 26.19 26.19
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農業被害等の対策に加え、狩猟者の確保、後継
者育成が急務となっています。またツキノワグマ
は、近年、目撃数の増加など人との軋轢が社会
問題となっており、第二種特定鳥獣管理計画に
基づき、個体数の安定的な維持等を図っていく
必要があります。
●�新型コロナウイルス感染症対策などで、各種イ
ベントの中止が余儀なくされたことにより、活動
への参加者数が減少しています。農業・農村に
対する関心の低下が、農村集落の弱体化や、荒
廃農地の増加、農村固有の伝統・文化の喪失に
つながる恐れがあります。
⑤　今後の施策の方向性
●�伊豆沼・内沼においては、引き続き協議会等に
おいて有識者の意見を伺いながら、多様な動植
物の生息域であるエコトーンの造成をはじめ、生
態系の再生・保全に取り組むとともに、水質悪
化及び浅底化の原因の一つであるハス等の刈払
いを継続して実施します。
●�みどり空間を保全するため、関係機関と連携し、

森林所有者に対し、森林整備に関する各種事業
の広報を行い森林整備の必要性を理解してもら
い、計画的な事業推進に努めます。
●�野生生物の保護管理の推進については、令和 4
年度から5年間を計画年次とする第 13次宮城県
鳥獣保護管理事業計画及び第二種特定鳥獣管理
計画に基づいて、対象鳥獣に応じた適正な管理
を行います。特にイノシシ及びニホンジカについ
ては、平成 27年度から実施している指定管理鳥
獣捕獲等事業を活用した個体数調整のほか、被
害防除対策及び生息環境整備を推進するととも
に、捕獲・防除に関する研修会や狩猟後継者の
育成を行い、生態系の維持及び農業被害等の軽
減を図ります。
●�農業体験や田んぼの生きもの調査、土地改良施
設学習会といった地域や学校教育と連携した協
働活動の取組を支援し、農業・農村の魅力を伝
えるとともに、地域環境保全に対する意識の醸
成を図ります。

⑴　地域戦略の概要
①　位置付け・役割
　「生物多様性基本法」（平成 20 年法律第 58 号）
に基づいて策定した、本県における生物多様性の
保全と、その持続可能な利用に関する中・長期的
な考え方をまとめたものです。
②　施策展開の考え方
　「豊かな自然を守り育てる」「豊かな自然の恵みを
上手に使う」「豊かな自然を引き継ぐ」の 3つを柱
としています。
　また、地域戦略の取組の進捗状況を管理するた
め、20項目の目標指標を設定しています。
③　計画期間
　地域戦略は自然に関することを対象にしており、
長期的な視点でとらえる必要があることから、計画
期間は平成 27年度から令和16年度までの 20年間
としています。この 20年間は、地域戦略の策定年
次に生まれた子どもたちが成人するまでの期間で
す。

⑵　令和3年度における点検評価結果
①　計画の基本目標
　目指す将来像を「自然に寄り添い、自然と共に
生きるふるさと宮城」としています。これは、現在
の生活の質を保ちながら、自然と共生していくこと
の大切さを十分理解した上で、身近な自然を守り、
自然の恵みを上手に使うことを想定しています。

②　令和3年度に講じた施策
ア　豊かな自然を守り育てる
●�自然公園及び県自然環境保全地域等の保全対策
を推進しました。
●�オオクチバス等の外来生物の侵入により、在来
生物の生息・成育数が減少しているため、その
生息・生育環境の回復を図りました。
●�農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を
図るため、地域内の農業者等が共同で取り組む
地域活動を支援しました。
●�県独自の「みやぎの環境にやさしい農産物認証・
表示制度」を活用し、環境にやさしい農業の取
組を支援するととともに、環境保全型農業直接
支払交付金を活用し、生物多様性保全等に効果
のある営農活動を支援し、取組の定着を図りま
した。
イ　豊かな自然の恵みを上手に使う
●�森林資源を有効に活用するため、「みやぎの木づ
かい運動」を実施しました。また、県民の安全
のため、被災した海岸防災林の復旧を図り、森
林の持つ多面的機能の回復に寄与しました。
●�社会貢献の一環として森づくりへの参加を希望
する企業等に対して、里山林のあっせん、活動
のコーディネートを行いました。また、「森林イ
ンストラクター」や「自然環境サポーター」を養
成しました。

〜�宮城県生物多様性地域戦略�〜
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ウ　豊かな自然を引き継ぐ
●�学校教育において、教科の枠を越えた横断的な
環境学習が展開できる指導計画を作成した他、
自然の家における長期間のキャンプ等の自然体
験を行いました。
●�都市と農山漁村とのネットワーク構築や、現地で
の交流活動を実施し、関係人口の創出を支援し
ました。
●�都市住民と農山漁村の住民が、交流行動を行う
「グリーン・ツーリズム」に係る支援を行いました。
③　現状及び課題
　生物多様性の保全・再生については、県民の生
物多様性に関する認知度が依然高いとは言えない
状況です。

④　今後の施策の方向性
　生物多様性フォーラムの開催や学習イベントの
開催等を実施するとともに、効果的な普及啓発方
法について検討していきます。

˛ֶशΠϕϯτの༷ࢠ

⑴　計画の概要
①　位置付け・役割
　「宮城県自動車交通環境負荷低減計画」は、宮城
県環境基本計画の個別計画に位置づけられ、自動
車交通に伴う環境負荷低減のため、関係行政機関
が連携・協力して各種施策を総合的かつ体系的に
推進するとともに、県民・事業者がそれぞれの立
場で自主的かつ積極的に取り組むための行動指針
を示すものです。
②　施策展開の考え方
　施策の展開に当たっては次の事項に配慮するこ
ととしています。
●総合的な取組
　関係行政機関が、相互に協力・連携のもと、地
域の実情に合わせて広範な分野の施策を総合的・
効果的に推進します。
●�広域的、長期的な取組
　自動車が環境負荷の移動発生源であり、自動車
に過度に依存しない地域社会の実現を要するとい
う特性から、広域的な視点での対策を推進すると
ともに、施策の方向性に沿って長期的な取組を着
実に推進します。
●優先的取組
　自動車交通公害の著しい地域での具体的な施策
等を優先的に実施します。
●県民・事業者の取組
　施策の実施に当たっては、県民・事業者が自動
車交通問題との関わりを認識し、負荷低減へ積極
的に行動することを促進し、学ぶ機会の提供を図っ
ていきます。
③　計画期間
　令和 3年度から令和12年度まで

⑵　令和3年度における点検評価結果
①　計画の環境目標
　次の 4つの将来像を目指し、その実現状況を表
すための環境目標を定めています。

　また、環境目標を補完する間接目標を以下のと
おり定めています。
●�コンパクトで機能的なまちづくりを意識した取組
の促進
●�自動車からの排出されるPM2.5 の動向把握を強
化した体制の構築
●�県内保有車両に対するクリーンエネルギー自動
車の割合 50.1%の達成

4　安全で良好な生活環境の確保�

〜宮城県自動車交通環境負荷低減計画〜

【目指す将来像】
˔ࣗಈंにաにґଘ͠な͍Ҭ社会
˔�ಓ࿏ԊઢのେؾԚછɺ૽Ի͕վળ͞Εた
Ҭ社会
た͠ٴಈ͕ී׆ۀࣄɺ׆にྀ͠たੜڥ�˔
Ҭ社会
のෛՙのগな͍ަ௨Πϯϑϥ͕උڥ�˔
͞ΕたҬ社会

【環境目標】
˔�ೋࢎԽૉのԊಓに͓けΔجڥ४Լݶ
ୡ�ʜ����
˔�ු ༡ཻࢠঢ়࣭のԊಓに͓けΔجڥ४ୡ
�ʜ����
˔�ඍখཻࢠঢ়࣭のԊಓに͓けΔجڥ४ୡ
�ʜ����
˔�ࣗ ಈंަ௨૽Իのಓ࿏に໘͢ΔҬのڥ
����४ୡ�ʜج
˔�ࣗ ಈं͔ΒのೋࢎԽૉഉग़ྔのฏ 2�
͔Βのݮ�ʜ�����

第 �ষ　ٶ県جڥຊܭըのਐḿঢ়گ
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●�自動車 1台当たりのガソリン消費量の 32.4%
（272.4L/ 年）削減
●�エコドライブの普及促進
②　数値目標に係る指標値の状況
●二酸化窒素の沿道における環境基準下限値達成率
　平成 26年度以降、目標を達成している状況が継
続されています。

●�浮遊粒子状物質の沿道における環境基準達成率
　平成 27年度以降、目標を達成している状況が継
続されています。

●�自動車からの二酸化炭素排出量の平成 25年度か
らの削減率
　二酸化炭素排出量については、確定値がまだ
算出されていないことから、県内のガソリン及び
軽油の販売実績から算出した「暫定値」ですが、
令和 3年度の自動車からの二酸化炭素排出量は
4,854,361t、削減実績は1,076,204t であり、「宮城県
地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」における
自動車由来削減率目標の平成 25年度比 19.6%を達
成するためには、更に 4.6 ポイント以上の削減が必
要となります。

③　令和3年度に講じた施策
●�自動車単体からの環境負荷の低減を目指した取
組
　「グリーン購入推進計画」を踏まえて県自らが率
先してクリーンエネルギー自動車を導入するなど普
及を推進したほか、整備不良車等の指導・取締り
を行い、自動車の運行に伴う騒音及び排ガスの低
減を図りました。
●発生する自動車交通量の低減を目指した取組
　第 3セクター鉄道事業（阿武隈急行）に対する
補助や市町村及びバス事業者に対するバス運行費
の一部補助を行うなど自動車交通量の低減に資す
る取組への支援を実施しました。
●交通流円滑化の促進を目指した取組
　交差点の改良や歩道・自転車歩行者道の整備な
ど「道路網の整備」を推進するとともに、信号機
や交通管制センターの高度化、交通情報提供エリ
アの広域化などによる「交通流の管理」を推進し、
交通流の一層の円滑化を図りました。
●�自主的取組・行動促進のための普及啓発に関す
る取組
　エコドライブに関する情報提供のため、ホーム
ページへの掲載や11月のエコドライブ月間におけ
るラジオスポットCMの放送、庁内放送でのPR等
を実施しました。

●�自動車交通騒音の道路に面する地域の環境基準
達成率
　令和 3年度は、自動車交通騒音評価対象区間に
おいて、対象世帯のすべてで昼間、夜間ともに環
境基準を達成することを目指していましたが、実績
では対象世帯 146,924 世帯のうち、140,667 世帯が
達成し、達成率は 95.7%でした。

˛�ਤ��������　�ࣗ ಈंഉग़Ψεଌఆہに͓けΔೋࢎԽૉڥ
���আ֎ʣۉୡのਪҠʢฏݶ४Լج

˛�ਤ��������　�ࣗ ಈंަ௨૽Իのಓ࿏に໘͢ΔҬの
४ୡのਪҠجڥ

˛�ਤ��������　�ࣗ ಈं͔ΒのೋࢎԽૉഉग़ྔのฏ2�
͔ΒのݮのਪҠʢੴ༉࿈ໍಓ県ผ
ੴ༉ൢച実に͔Βࢉఆ͠たఆʣ

˛�ਤ�������2　�ࣗ ಈंഉग़Ψεଌఆہに͓けΔු༡ཻ
४ୡのਪҠجڥঢ়࣭ࢠ
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④　現状及び課題
　大気汚染に係る二酸化窒素、浮遊粒子状物質、
微小粒子状物質の環境目標を達成しました。しか
し、自動車交通騒音は目標達成に 4.3 ポイント届か
ず、二酸化炭素排出量削減率は、第 3期計画の目
標を達成するためには更に 4.6 ポイント以上の削減
が必要となります。
　引き続き、関係機関との情報共有、連携の強化
等効果的な取組の充実及び宮城県自動車交通公害
対策推進協議会の枠組の活用等、全県を対象とし
た効果的な施策の推進が必要です。
⑤　今後の施策の方向性
　第 3期計画で目指す将来像の実現に向けて、次
の 3つの施策を重点的に推進することとしていま
す。

　また、自動車単体対策、道路構造対策、発生交
通量低減対策、交通流対策、沿道対策、普及啓発、
調査研究の 7つの基本的施策に体系化し、地域や
路線ごとの状況に応じて対策を選択して効果的に
推進することとしています。
　なお、本計画を推進するため、宮城県自動車交
通公害対策推進協議会での議論の場を通じて、関
係機関が連携しながら、各種の施策の効果を検証
の上、新たな方向性を検討し、計画的かつ総合的
に施策を展開するとともに、県民、事業者、行政
機関が連携協力することで効果的に計画を推進し
ます。

第�ষ　ٶ県جڥຊܭըのਐḿঢ়گ

ʲॏࡦࢪʳ
ʮ̝ΫϦʔϯΤωϧΪʔࣗಈंʯのීٴଅਐ
ʮ̝ΤίυϥΠϒʯのීٴଅਐ
　�ࣗ ओత取組ɾߦಈଅਐのたΊのશ県తなීٴ
ଅਐ
˔૯߹తରࡦのਪਐ
　�ࣗ ಈंަ௨ྔݮΛ௨͠たڥෛՙݮ
に向けた県࣏ࣗମの֤छࡦࢪの૯߹తਪ
ਐ

⑴　計画の概要
①　位置付け・役割
　「宮城県水循環保全基本計画」は、水循環保全
条例に基づき策定されたものであり、本県の恵ま
れた水環境を次代へ引き継ぎ、現在及び将来の県
民が豊かな水の恩恵を享受し、快適な生活を営む
ことができる社会の実現を目指すものです。計画
では、県内の 5流域（南三陸海岸流域、北上川流域、
鳴瀬川流域、名取川流域、阿武隈川流域）ごとに
流域水循環計画を策定することとしています。
②　施策展開の考え方
　健全な水循環の保全・改善を目指し、上流から
下流までの流域全体で、県民、事業者、民間団体
及び行政の取組を推進します。また、計画の達成
目標として「清らかな流れ」、「豊かな流れ」、「安
全な流れ」、「豊かな生態系」の 4つの要素を設定
し、流域水循環計画は、4つの要素の総合評価が
低い流域から順（鳴瀬川流域、北上川流域、名取
川流域、南三陸海岸流域、阿武隈川流域）に策定
することとしています。
③　計画期間
　令和 3 年度から令和 12 年度まで（令和 3 年 3
月更新）

⑵　令和3年度における点検評価結果
①　計画の基本目標
　｢健全な水循環を保全する｣ ことを目標に、｢清
らかな流れ｣、「豊かな流れ」、「安全な流れ」、「豊
かな生態系」をそれぞれ 10 点満点とした場合、
県全体で、それぞれの現況値を維持・向上するこ
ととしています。また、県内を 5つの流域に区分
し、流域ごとにその地域特性を考慮しながら、各
指標現況値を維持すること等を目標としていま
す。
●清らかな流れ
　水質測定結果をもとに、環境基準を満足した地
点数の割合で評価しており、水質項目は生物学的
酸素要求量（BOD）、化学的酸素要求量（COD）
のほか、閉鎖性水域の湖沼や海域は全窒素及び全
リンとなり、すべての地点で達成した場合 10 点
となります。
●豊かな流れ
　地下水涵

かんよう

養量（森林の流出係数とのかい離）と
正常流量達成率を基に表す指標で、全ての地域に
おいて森林程度の涵

かんよう

養量があり、かつ、河川にお
いて必要流量が年間を通して確保されている場合
10 点となります。
●安全な流れ
　河川整備指標（河川整備が必要な総延長に対す

〜宮城県水循環保全基本計画〜
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る整備済みの延長の比率）と海岸整備指標（海岸
整備が必要な総延長に対する整備済みの延長の比
率）を基に表す指標で、全ての河川及び海岸整備
が完了した場合 10 点となります。
●豊かな生態系
　植物環境指標と河川生物生息環境指標により表
すもので、全ての地域で自然豊かな森林を形成し、
かつ、河川に生息する指標種及び重要種が継続的
に確認された場合 10 点となります。
②　数値目標に係る指標値の状況
　基本目標に係る指標値において、令和 3年度の
状況は下記のとおりです。

⑤　今後の施策の方向性
●�令和 3年度を始期とする宮城県水循環保全基本
計画（第 2期）に基づき、4つの要素の目標を
達成するため、水質、水量、治水、生態系に関
連する施策の横断的な連携のほか、山間部、農
村部及び都市郊外部、都市部、海岸部といった
上流域から下流域までの連携を図り、計画を推
進します。
●�また、5つの流域水循環計画について、4つの
要素に係る管理指標のほか、流域の特性を踏ま

えた流域管理指標を定めて具体的な取組を推進
します。更に、流域水循環計画推進会議を開催
し、各活動団体の課題解消や活動の活発化を図
るほか、水循環に係る最新技術や情報の共有化
により横断的な連携を強化し、官民一体となっ
た取組を推進します。
●�新たに策定された南三陸海岸流域及び阿武隈川
流域については、令和 4年度に水道水源特定保
全地域の指定を検討します。

●�「清らかな流れ」の指標は、湖沼や海域など閉
鎖性水域における達成率が低位にとどまってい
ることにより、目標値を達成できませんでした。

●「豊かな流れ」の指標は目標値を達成しました。
●�「安全な流れ」の指標は海岸整備が進捗し、目
標値を上回りました。
●�「豊かな生態系」の指標は底生生物等の確認で
きた種が減り、目標値を達成できませんでした。
③　令和3年度に講じた施策
　流域水循環計画のうち南三陸海岸流域及び阿武
隈川流域について、令和 3年度を始期とする第 1
期計画を策定しました。
　また、令和 2年度に計画を更新した「北上川流
域水循環計画（第 2期）」及び「名取川流域水循
環計画（第 2期）」に基づき、「北上川流域水道水
源特定保全地域」及び「名取川流域水道水源特定
保全地域」を見直し、区域を拡張し指定しました。
　流域水循環計画推進会議（構成機関における取
組・活動の成果の情報共有、意見交換を目的に実
施）は、新型コロナウイルス感染症の影響により
開催を見送り、流域活動団体等の取組状況を取り
まとめ、情報共有により各団体等の水循環保全活
動の推進を図るとともに、公表しました。
④　現状及び課題
　水循環の 4つの要素から見た現状と課題は下表
のとおりです。

管理指標 目標値（点） 実績値（点）
清らかな流れ 8.0 7.7
豊かな流れ 8.7 8.7
安全な流れ 6.3 6.6
豊かな生態系 7.1 6.9

4 つの要素 現状 課題

清らかな流れ
（水質）

○水質は横ばいで推移
○湖沼は達成度が低い状況で推移

○湖沼等への流入負荷量の抑制
○�水質汚濁の原因を明らかにして効果的な対
策を推進

豊かな流れ
（水量）

○�地下水涵養能力や河川の流量は横ばいで
推移
○�気候変動の影響により大規模な渇水が発
生する恐れあり

○�節水、雨水の有効利用等の取組を継続的に
実施
○�水利関係者間で円滑な利水調節が行える体
制づくり

安全な流れ
（治水）

○主に海岸堤防の整備が進められている
○近年、洪水や土砂災害が多発

○水害対策の推進
○雨水の流出抑制による河川への負担軽減
○ソフト対策の推進

豊かな流れ
（生物）

○�広葉樹の林齢の増加、水辺・植生の保全
等によって、自然性の高い状態に推移

○�外来種の駆除や適切な除伐、間伐等による
森林や里山環境、水辺環境の整備・保全


